
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る

規 程 を 公 布 す る 。  

平 成 24年 ３ 月 30日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 14号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 等 の 一 部  

を 改 正 す る 規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大

阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 25号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 遺族 の 範 囲 及 び順 位 ）  

第 ３ 条  こ の 規 程 に お い て 「 遺 族 」 と は 、

次 に掲 げ る 者 を いう 。  

(1)― (4) （ 略 ）   

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 自 己 の 都 合 に よ る 退 職 等 の 場 合 の 退 職 手

当 の基 本 額 ）  

第 ６ 条  次 条 又 は 第 ８ 条 の 規 定 に 該 当 す る

場 合 を 除 く ほ か 、 退 職 し た 者 に 対 す る 退

職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 の 日 に お け る そ

の 者 の 給 料 の 月 額 （ 規 程 第 14条 に 規 定 す

る 給 料 表 の 職 務 の 級 が ８ 級 又 は ７ 級 で あ

る 者 の う ち 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の

給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成

23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 22号 ） 第

４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 管 理

職 手 当 の 月 額 が こ れ ら の 職 務 の 級 に お け

る 最 高 の 額 で あ る 職 員 及 び こ れ に 準 ず る

者 と し て 別 に 定 め る 職 員 以 外 の 職 員 に あ

っ て は 、 こ れ ら の 給 料 表 に 定 め る 額 か ら

そ の 100分 の ４ に 相当 す る額（ そ の 額 に１

円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切

り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 を 給 料 表 に 定 め

る 額と し て 計 算 した 給 料の 月 額 。以 下「 給

料 月 額 」 と い う 。 ） に 、 そ の 者 の 勤 続 期

間 を 次 の 各 号 に 区 分 し て 、 当 該 各 号 に 掲

げる割 合 を乗 じて得 た額 の合 計 額 とする。 

(1)― (6) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 遺族 の 範 囲 及 び順 位 ）  

第 ３条  こ の 規 程に お いて 、「 遺 族」と は 、

次 に掲 げ る 者 を いう 。  

(1)― (4) （ 略 ）   

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 自 己 の 都 合 に よ る 退 職 等 の 場 合 の 退 職 手

当 の基 本 額 ）  

第 ６ 条  次 条 又 は 第 ８ 条 の 規 定 に 該 当 す る

場 合 を 除 く ほ か 、 退 職 し た 者 に 対 す る 退

職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 の 日 に お け る そ

の 者 の 給 料 の 月 額 に 、 そ の 者 の 勤 続 期 間

を 次 の 各 号 に 区 分 し て 、 当 該 各 号 に 掲 げ

る 割合 を 乗 じ て 得た 額 の合 計 額 と す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)― (6) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  退 職 の 日 に お い て 、 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条

例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第

22号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 14

条 に 規 定 す る 給 料 表 の 職 務 の 級 が ８ 級 又

は ７ 級 で あ る 者 の う ち 、 給 与 条 例 第 ４ 条



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 11年 以 上 25年 未 満 勤 続 後 の 定 年 退 職 等 の

場 合の 退 職 手 当 の基 本 額）  

第 ７ 条  11年 以 上 25年 未 満 の 期 間 勤 続 し て

退 職 し た 者 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の

定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域

水 道企 業 団 条 例 第 13号。以 下「 定年 条 例 」

と い う 。 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た

者 （ 定 年 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 期 限 又 は 同

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 の

到 来 に よ り 退 職 し た 者 を 含 む 。 ） 、 法 律

の 規 定 に 基 づ く 任 期 を 終 え て 退 職 し た 者

又 は そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 勧 奨 を

受 け て 退 職 し た 者 に 限 る 。 ） 又 は 25年 未

満 の 期 間 勤 続 し 、 定 数 の 減 少 若 し く は 組

織 の 改 廃 （ 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 令 に

よ る 定 数 の 減 少 等 を 除 く 。 ） 又 は 勤 務 し

て い た 公 署 の 移 転 に よ り 退 職 し た 者 に 対

す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 の 日 に お

け る そ の 者 の 給 料 月 額 （ 以 下 「 退 職 日 給

料 月 額 」 と い う 。 ） に 、 そ の 者 の 勤 続 期

間 を 次 の 各 号 に 区 分 し て 、 当 該 各 号 に 掲

げる割 合 を乗 じて得 た額 の合 計 額 とする。 

 

(1)― (3) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

（ 給 料 月 額 の 減 額 改 定 以 外 の 理 由 に よ り 給

料 月 額 が 減 額 さ れ た こ と が あ る 場 合 の 退 職

手 当の 基 本 額 に 係る 特 例）  

第 ９条  (略 ) 

２  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 項 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 管 理 職 手

当 の 月 額 が こ れ ら の 職 務 の 級 に お け る 最

高 の 額 で あ る 職 員 及 び こ れ に 準 ず る 者 と

し て 別 に 定 め る 職 員 以 外 の 職 員 （ 第 ９ 条

第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 に お い て 「 特 定 職 員 」

と い う 。 ） に 対 す る 第 １ 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 項 中 「 給 料 の 月 額 」 と あ

る のは 、「 給 料 月 額か ら その 100分 の ４に

相 当 す る 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 を

生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を

減 じた 額 」 と す る。  

 

（ 11年 以 上 25年 未 満 勤 続 後 の 定 年 退 職 等 の

場 合の 退 職 手 当 の基 本 額）  

第 ７ 条  11年 以 上 25年 未 満 の 期 間 勤 続 し て

退 職 し た 者 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の

定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域

水 道企 業 団 条 例 第 13号。以 下「 定年 条 例 」

と い う 。 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た

者 （ 定 年 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 期 限 又 は 同

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 の

到 来 に よ り 退 職 し た 者 を 含 む 。 ） 、 法 律

の 規 定 に 基 づ く 任 期 を 終 え て 退 職 し た 者

又 は そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 勧 奨 を

受 け て 退 職 し た 者 に 限 る 。 ） 又 は 25年 未

満 の 期 間 勤 続 し 、 定 数 の 減 少 若 し く は 組

織 の 改 廃 （ 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 法 令 に

よ る 定 数 の 減 少 等 を 除 く 。 ） 又 は 勤 務 し

て い た 公 署 の 移 転 に よ り 退 職 し た 者 に 対

す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 の 日 に お

け る そ の 者 の 給 料 の 月 額 （ 以 下 「 退 職 日

給 料 月 額 」 と い う 。 ） に 、 そ の 者 の 勤 続

期 間 を 次 の 各 号 に 区 分 し て 、 当 該 各 号 に

掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 と す

る 。  

(1)― (3) （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  前 条 第 ３ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 規 定 の

適 用 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 １ 項 の 規 定 」 と あ

る の は 「 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 」 と 読 み 替

え るも の と す る 。  

 

（ 給 料 月 額 の 減 額 改 定 以 外 の 理 由 に よ り 給

料 月 額 が 減 額 さ れ た こ と が あ る 場 合 の 退 職

手 当の 基 本 額 に 係る 特 例）  

第 ９条  (略 ) 

２  （ 略 ）  

３  減 額 日 の 前 日 に お い て 特 定 職 員 で あ っ

た こ と が あ る 者 に 対 す る 第 １ 項 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 給 料 月 額 の う

ち 」 と あ る の は 「 給 料 月 額 （ 減 額 日 の 前

日 に お い て 特 定 職 員 で あ っ た 場 合 に あ っ

て は、給 料 月額 か ら そ の 100分 の ４ に 相 当

す る 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ

た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ

た 額） の う ち 」 とす る 。  

４  基 礎 在 職 期 間 中 に 、 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 定 年 前 早 期 退 職 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 基

本 額に 係 る 特 例 ）  

第 10条  （ 略 ）  

読 み 替 え る

規 程  

読 み 替 え ら

れ る 字 句  

読 み 替 え

る 字 句  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  

前 条 第 １ 項

第 １ 号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

前 条 第 １ 項

第 ２ 号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

前 条 第 １ 項

第 ２ 号 イ  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 

第 14 条  （ 略 ）  

読 み 替 え る

規 程  

読 み 替 え ら

れ る 字 句  

読 み 替 え

る 字 句  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  

前 条  （ 略 ）  （ 略 ）  

前 条 第 １ 号  （ 略 ）  （ 略 ）  

前 条 第 ２ 号  （ 略 ）  （ 略 ）  

 

（ 勤続 期 間 の 計 算）  

第 17条  （ 略 ）  

２ ―４  

５  第 １ 項 に 規 定 す る 職 員 と し て の 引 き 続

い た 在 職 期 間 に は 、 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 又 は 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 （ 昭 和 28年

法 律第 182号 ）第 ２ 条 に 規定 す る 者 で あっ

て 、 給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 者 又 は 常

時 勤 務 に 服 す る こ と を 要 し な い 者 以 外 の

も の （ 以 下 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 」

と い う 。 ） が 引 き 続 い て 職 員 と な っ た と

き に お け る そ の 者 の 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 を 含 む

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 期 間 は 、 そ の 者 の 職 員 以 外 の

地 方 公 務 員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期

間 と し て 計 算 す る も の と す る 。 た だ し 、

退 職 に よ り 、 こ の 規 程 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 に 相 当 す る 給 与 の 支 給 を 受 け て い る

と き は 、 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な っ た

在 職 期 間 （ 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な る

べ き 在 職 期 間 が そ の 者 が 在 職 し た 他 の 地

方 公 共 団 体 若 し く は 国 の 退 職 手 当 に 関 す

る 規 定 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方

独 立行 政 法 人 法 （平 成 15年 法 律 第 118号）

定 す る 職 務 の 級 で あ る 職 員 の う ち 特 定 職

員 以 外 の 職 員 が 、 給 料 月 額 を 異 に す る こ

と な く 引 き 続 い て 特 定 職 員 と な っ た 場 合

における第１項の規 定 の適 用 については、

減 額 改 定 以 外 の 理 由 に よ り そ の 者 の 給 料

月 額 が 減 額 さ れ た こ と が あ る 場 合 に 該 当

す るも の と み な す。  

 

（ 定 年 前 早 期 退 職 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 基

本 額に 係 る 特 例 ）  

第 10条  （ 略 ）  

読 み 替 え る

規 程  

読 み 替 え ら

れ る 字 句  

読 み 替 え

る 字 句  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  

第 ９ 条 第 １

項 第 １ 号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

第 ９ 条 第 １

項 第 ２ 号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

第 ９ 条 第 １

項 第 ２ 号 イ  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 

第 14 条  （ 略 ）  

読 み 替 え る

規 程  

読 み 替 え ら

れ る 字 句  

読 み 替 え

る 字 句  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  

第 13 条  （ 略 ）  （ 略 ）  

第 13 条 第 １

号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

第 13 条 第 ２

号  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 

（ 勤続 期 間 の 計 算）  

第 17条  （ 略 ）  

２ ―４  

５  第 １ 項 に 規 定 す る 職 員 と し て の 引 き 続

い た 在 職 期 間 に は 、 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 又 は 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 （ 昭 和 28年

法 律第 182号 ）第 ２ 条 に 規定 す る 者 で あっ

て 、 給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 者 又 は 常

時 勤 務 に 服 す る こ と を 要 し な い 者 以 外 の

も の （ 以 下 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 等 」

と い う 。 ） が 引 き 続 い て 職 員 と な っ た と

き に お け る そ の 者 の 職 員 以 外 の 地 方 公 務

員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 を 含 む

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 期 間 は 、 そ の 者 の 職 員 以 外 の

地 方 公 務 員 等 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期

間 と し て 計 算 す る も の と す る 。 た だ し 、

退 職 に よ り 、 こ の 規 程 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 に 相 当 す る 給 与 の 支 給 を 受 け て い る

と き は 、 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な っ た

在 職 期 間 （ 当 該 給 与 の 計 算 の 基 礎 と な る

べ き 在 職 期 間 が そ の 者 が 在 職 し た 他 の 地

方 公 共 団 体 若 し く は 国 の 退 職 手 当 に 関 す

る 規 定 又 は 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方

独 立行 政 法 人 法 （平 成 15年 法 律 第 118号）



 

 

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行

政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 退 職 手 当

の 支 給 の 基 準 （ 同 法 第 48条 第 ２ 項 又 は 第

51条 第 ２ 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） に お い て 明 確 に 定 め ら れ て い な

い 場 合 に お い て は 、 当 該 給 与 の 額 を 退 職

の 日 に お け る そ の 者 の 給 料 月 額 で 除 し て

得 た 数 に 12を 乗 じ て 得 た 数 （ １ 未 満 の 端

数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て

る 。 ） に 相 当 す る 月 数 ） は 、 そ の 者 の 職

員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に は 含 ま

な いも の と す る 。  

(1)― (7) （ 略 ）  

６ ― 10 （ 略 ）   

 

（ 失業 者 の 退 職 手当 ）  

第 20条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 基 準 勤 続 期 間 は 、 職 員

と し て の 勤 続 期 間 （ 当 該 勤 続 期 間 に 係 る

職 員 と な っ た 日 前 に 職 員 若 し く は 職 員 以

外 の 地 方 公 務 員 等 又 は こ れ ら に 準 ず る 者

と し て 企 業 長 が 定 め る 者 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 職 員 等 」 と い う 。 ） で あ っ た こ

と が あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 勤 続 期 間 と

当 該 職 員 等 で あ っ た 期 間 と を 通 算 し た 期

間 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 職 員 等 で あ っ

た 期 間 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

期 間 が 含 ま れ て い る と き は 、 全 て の そ の

該 当 す る 期 間 を 除 い て 算 定 し た 期 間 と す

る 。  

(1)・ (2) （ 略 ）  

３ － 17 （ 略 ）  

 

附  則  

 

１  （ 略 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」

と い う 。 ） 前 に 大 阪 府 の 職 員 で あ っ た 者

で あ っ て 引 き 続 き 施 行 日 に 職 員 と な っ た

者 の う ち 、 施 行 日 の そ の 者 の 受 け る 給 料

月 額 が 平 成 23年 ３ 月 31日 に 大 阪 府 に お い

て 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い こ と と

な る 者 （ 施 行 日 に 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 職 員 と な っ た こ と に よ り 、 同 日 に お け

る 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 が 施 行 日 の

前 日 に 大 阪 府 に お い て 受 け て い た 給 料 月

額 に 達 し な い こ と と な る も の を 含 む 。 ）

に 対 す る 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 に 規 定 す る 減 額 改 定 以 外 の

理 由 に よ り そ の 者 の 給 料 月 額 が 減 額 さ れ

た こ と が あ る 場 合 に 該 当 す る も の と み な

す 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 に 規 定 す る

特 定 減 額 前 給 料 月 額 に は 、 平 成 23年 ３ 月

31日 に そ の 者 が 大 阪 府 に お い て 受 け て い

た 給料 月 額 を 含 むも の する 。  

３  施 行 日 前 に 、 大 阪 府 の 職 員 で あ っ た 者

で あ っ て 引 き 続 き 施 行 日 に 職 員 と な っ た

者 の う ち 、 施 行 日 に お い て な お 大 阪 府 の

第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 独 立 行

政 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 退 職 手 当

の 支 給 の 基 準 （ 同 法 第 48条 第 ２ 項 又 は 第

51条 第 ２ 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） に お い て 明 確 に 定 め ら れ て い な

い 場 合 に お い て は 、 当 該 給 与 の 額 を 退 職

の 日 に お け る そ の 者 の 給 料 の 月 額 で 除 し

て 得 た 数 に 12を 乗 じ て 得 た 数 （ １ 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨

て る 。 ） に 相 当 す る 月 数 ） は 、 そ の 者 の

職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に は 含

ま ない も の と す る。  

(1)― (7) （ 略 ）  

６ ― 10 （ 略 ）   

 

（ 失業 者 の 退 職 手当 ）  

第 20条  （ 略 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 基 準 勤 続 期 間 は 、 職 員

と し て の 勤 続 期 間 （ 当 該 勤 続 期 間 に 係 る

職 員 と な っ た 日 前 に 職 員 若 し く は 職 員 以

外 の 地 方 公 務 員 等 又 は こ れ ら に 準 ず る 者

と し て 企 業 長 が 定 め る 者 （ 以 下 こ の 項 に

お い て 「 職 員 等 」 と い う 。 ） で あ っ た こ

と が あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 勤 続 期 間 と

当 該 職 員 等 で あ っ た 期 間 と を 通 算 し た 期

間 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 職 員 等 で あ っ

た 期 間 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

期 間 が 含 ま れ て い る と き は 、 す べ て の そ

の 該 当 す る 期 間 を 除 い て 算 定 し た 期 間 と

す る。  

(1)・ (2) （ 略 ）  

３ － 17 （ 略 ）  

 

附  則  

 

１  （ 略 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」

と い う 。 ） 前 に 大 阪 府 の 職 員 で あ っ た 者

で あ っ て 引 き 続 き 施 行 日 以 後 に 職 員 と な

っ た 者 の う ち 、 施 行 日 の そ の 者 の 受 け る

給 料 月 額 が 平 成 23年 ３ 月 31日 に 大 阪 府 に

お い て 受 け て い た 給 料 月 額 に 達 し な い こ

と と な る 者 に 対 す る 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 に 規 定 す る 減 額

改 定 以 外 の 理 由 に よ り そ の 者 の 給 料 月 額

が 減 額 さ れ た こ と が あ る 場 合 に 該 当 す る

も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項

に 規 定 す る 特 定 減 額 前 給 料 月 額 に は 、 平

成 23年 ３ 月 31日 に そ の 者 が 大 阪 府 に お い

て 受け て い た 給 料月 額 を含 む も の す る。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 15号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

職 員 で あ っ た 場 合 で 、 当 該 職 員 が 大 阪 府

を 退 職 し た 場 合 に 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 18年

大 阪 府 条 例 第 ８ 号 ） 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 退 職 手 当 を 支 給 さ れ る も の に 対 す る

退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 同 項 の 規 定

の 例に よ る 。  

４ ・５  （ 略 ）  

（ 退職 手 当 の 特 例）  

６  附 則 第 ４項 に規 定 する職 員 その他 企 業

長 が定 め る 職 員 が退 職 した 場 合 に は 、当

分 の間 、企 業長 が 定 め る額 を こ の 規 程の

規 定 による退 職 手 当 の額 に加 算 すること

が でき る 。  

７ ・８  （ 略 ）  

９  当 分 の 間 、35年 を 超え る 期 間 勤 続し て

退 職した者 で第８条 の規 定 に該 当 する退

職をしたものに対 する退 職 手 当 の基 本 額

は 、その 者 の 勤 続 期 間 を 35年 と し て 附則

第７ 項の 規 定の 例 に より 計算 して 得ら れ

る 額と す る 。  

（ 一般 の 退 職 手 当の 額 に係 る 特 例 ) 

10 当 分 の 間 、一 般 の 退職 手 当 の 額 は 、第

５ 条か ら 第 10条 まで 、第 12条 か ら 第 16条

ま で、附 則 第 ４項 、第 ６項 及 び 第 ７ 項か

ら第 ９項 まで の規 定 により 計 算し た額 に

そ れぞ れ 100分 の 95を 乗 じて 得 た 額 （ そ

の 額に １ 円 未 満 の端 数 を生 じ た と き は 、

こ れを 切 り 上 げ た額 ） とす る 。  

11  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ・４  （ 略 ）  

（ 退職 手 当 の 特 例）  

５  附 則 第 ３項 に規 定 する職 員 その他 企 業

長 が定 め る 職 員 が退 職 した 場 合 に は 、当

分 の間 、企 業長 が 定 め る額 を こ の 規 程の

規 定 による退 職 手 当 の額 に加 算 すること

が でき る 。  

６ ・７  （ 略 ）  

８  当 分 の 間 、35年 を 超え る 期 間 勤 続し て

退 職した者 で第８条 の規 定 に該 当 する退

職をしたものに対 する退 職 手 当 の基 本 額

は 、その 者 の 勤 続 期 間 を 35年 と し て 附則

第６ 項の 規 定の 例 に より 計算 して 得ら れ

る 額と す る 。  

（ 一般 の 退 職 手 当の 額 に係 る 特 例 ) 

９  当 分 の 間 、一 般 の 退職 手 当 の 額 は 、第

５ 条か ら 第 10条 まで 、第 12条 か ら 第 16条

ま で、附 則 第 ３項 、第 ５項 及 び 第 ６ 項か

ら第 ８項 まで の規 定 により 計 算し た額 に

そ れぞ れ 100分 の 95を 乗 じて 得 た 額 （ そ

の 額に １ 円 未 満 の端 数 を生 じ た と き は 、

こ れを 切 り 上 げ た額 ） とす る 。  

10  （ 略 ）  

 

改 正後  改 正前  

 

附  則  

 

１ ―４  （ 略 ）  

５  附 則 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 給

料 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手

当 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 25号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 退

職 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 月

額 に は 含 ま な い も の と す る 。 た だ し 、 退

職 規 程 第 16条 に 規 定 す る 給 料 の 月 額 に つ

い ては 、 こ の 限 りで な い。  

６ ・７  （ 略 ）  

 

 

附  則  

 

１ ―４  （ 略 ）  

５  附 則 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 給

料 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手

当 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 25号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 退

職 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ る 給 料 の

月 額 に は 含 ま な い も の と す る 。 た だ し 、

退 職 規 程 第 16条 に 規 定 す る 給 料 の 月 額 に

つ いて は 、 こ の 限り で ない 。  

６ ・７  （ 略 ）  

 


